
給水装置工事技術指針新旧対照一覧表 

 

 

旧 新 

（二刷） （三刷） 

本編 本編 

頁 記載内容 頁 記載内容 

16 

表 1－2標題及び日付 

水質基準項目と基準値（５０項目） 

（平成２６年４月１日現在） 

16 

表 1－2標題及び日付 

水質基準項目と基準値（５１項目） 

（平成２９年４月１日現在） 

16 
表 1－2内 

24 ジクロロ酢酸 0.04㎎/L以下 
 

16 
表 1－2内 

24 ジクロロ酢酸 0.03㎎/L以下 
 

17 
表 1－2内 

28 トリクロロ酢酸 0.2㎎/L以下 
 

17 
表 1－2内 

28 トリクロロ酢酸 0.03㎎/L以下 
 

50 
17 行目 

１．JWWA K 116：2004 
50 

17 行目 

１．JWWA K 116：2015 

50 
27 行目 

２．JPF MP  003：2003 
50 

27 行目 

２．JPF MP  003：2015 

50 
28 行目 

３．JPF MP  008：2004 
50 

28 行目 

２．JPF MP  008：2015 

52 
8 行目 

１．JWWA K 140：2004 
52 

8 行目 

１．JWWA K 140：2015 

52 
20 行目 

１．JWWA K 132：2004 
52 

20 行目 

１．JWWA K 132：2015 

55 
12 行目 

１．JWWA G 113：2010 
55 

12 行目 

１．JWWA  G 113：2015 

55 
13 行目 

１．JWWA G 114：2010 
55 

13 行目 

１．JWWA  G 114：2015 

55 
14 行目 

１．JWWA G 120：2013 
55 

14 行目 

１．JWWA G 120：2017 

55 
15 行目 

１．JWWA G 121：2013 
55 

15 行目 

１．JWWA G 121：2017 

56 
28 行目 

１．JIS K 6742：2007 
56 

28 行目 

１．JIS K 6742：2016 

57 
2 行目 

JIS K 6743：2011 
57 

2 行目 

JIS K 6743：2016 

58 14 行目 

JIS K 6776：2007 

58 14 行目 

JIS K 6776：2016 

58 
17 行目 

JIS K 6777：2011 
58 

17 行目 

JIS K 6777：2016 



旧 新 

（二刷） （三刷） 

本編 本編 

頁 記載内容 頁 記載内容 

58 
30 行目 

JIS K 6762：2012 
58 

30 行目 

JIS K 6762：2014 

59 
13 行目 

２．PTC K 03：2010 
59 

13 行目 

２．PTC K 03：2016 

59 
17 行目 

２．PTC K 13：2011 
59 

17 行目 

２．PTC K 13：2016 

59 
19 行目 

３．PTC B 21：2008 
59 

19 行目 

３．PTC B 21：2015 

60 
23 行目 

１．JIS K 6788：2011 
60 

23 行目 

１．JIS K 6788：2016 

60 
24 行目 

２．JIS K 6770：2011 
60 

24 行目 

２．JIS K 6770：2016 

61 
17 行目 

２．JIS K 6778：2009 
61 

17 行目 

２．JIS K 6778：2016 

61 
20 行目 

２．JIS K 6779：2011 
61 

20 行目 

２．JIS K 6779：2016 

64 
5 行目 

（PTC K 13：2011 
64 

5 行目 

（PTC K 13：2016 

67 
4 行目 

JIS B 2011：2011 
67 

4 行目 

JIS B 2011：2013 

67 
5 行目 

JWWA B 120：2011 
67 

5 行目 

JWWA B 120：2017 

67 
6 行目 

JWWA B 122：2005 
67 

6 行目 

JWWA B 122：2013 

68 
4 行目 

JIS B 2011：2011 
68 

4 行目 

JIS B 2011：2013 

81 
15 行目 

SHASE-S 215-2007 
81 

15 行目 

SHASE-S 215-2013 

82 
4 行目 

SHASE-S 211-2007 
82 

4 行目 

SHASE-S 211-2013 

97 
3 行目から 4 行目 

（JIS A 5207：2011 
97 

3 行目から 4 行目 

（JIS A 5207：2014 

151 
5 行目 

・・逆止弁の間に中間室を・・・ 
151 

5 行目 

・・逆止弁と中間室を・・・ 

178 
31 行目（注１） 

JWWA G 117：2008（水道用塗覆装鋼管） 
178 

31 行目（注１） 

JWWA G 117（水道用塗覆装鋼管） 



旧 新 

（二刷） （三刷） 

本編 本編 

頁 記載内容 頁 記載内容 

179 

1 行目（注２） 

ダクタイル鋳鉄管は、鋼管と同様な理由で、

JWWA G 113：2010（水道用ダクタイル鋳

鉄管）が制定されている 

178 

 

 ～ 

 

179 

 

 

 

33 行目（注２） 

JIS G 5526 は昭和 57 年 10 月に水道以外の水

運送用のダクタイル鋳鉄管として改正され 

（改ページ） 

1 行目 

た。その際に水道用ダクタイル鋳鉄管は、別途

JWWA G 113（水道用ダクタイル鋳鉄管） 

が制定された 

179 

3 行目（注３） 

水道配水用ポリエチレン管は、製品規格として

JWWA K 144：2009（水道配水用ポリエチレ

ン管）が制定されている 

179 

3 行目（注３） 

水道配水用ポリエチレン管は、平成 18 年 11

月に製品規格として JWWA K 144（水道 

配水用ポリエチレン管）が制定された 

191 
10 行目 

平成 21 年３月改正） 
 

10 行目 

平成 29 年３月改正） 

194 
2 行目 

JWWA K 137：1997 
194 

2 行目 

JWWA K 137：2017 

194 

10 行目 

⑥ シール剤の規格としては、JWWA  K 

142:1997「水道用耐熱性液状シール剤」、

JWWA  K 146:2004「水道用液状シール剤」、

シールテープの規格としては、JIS  K  

6885:2005 ｢シール用四ふっ化エチレン樹脂

未焼成テープ（生テープ）」が定められている 

194 

10 行目 

⑥ シール剤の規格としては、JWWA  K 

161:2017「水道用ライニング鋼管用液状シー

ル剤」、シールテープの規格としては、JIS  K 

6885:2005 ｢シール用四ふっ化エチレン樹脂

未焼成テープ（生テープ）」が定められている 

242 

図 6‐4（右下） 

・・・下請代金の額（その工事の係る下請契約

が 2 以上あるときは、下請代金の額の総額）

が 3,000 万円以上となる下請契約を締結して

施工しようとする者 ただし、建築工事業は

4,500 万円以上 

242 

図 6‐4（右下） 

・・・下請代金の額（その工事の係る下請契約

が 2 以上あるときは、下請代金の額の総額） 

が 4,000 万円以上となる下請契約を締結して

施工しようとする者 ただし、建築工事業は

6,000 万円以上 

242 
13 行目 

・・それらの請負代金の総額）が 3,000 万円 
242 

13 行目 

・・それらの請負代金の総額）が 4,000 万円 

243 

図 6‐5（左側上から 2 番目枠内） 

特定建設業者で下請契約が 

3,000 万円以上の場合 

243 

図 6‐5（左側上から 2 番目枠内） 

特定建設業者で下請契約が 

4,000 万円以上の場合 

243 
図 6‐5（左側上から 4 番目枠内） 

工事１件の請負代金 2,500 万円以上 
243 

図 6‐5（左側上から 4 番目枠内） 

工事１件の請負代金 3,500 万円以上 



旧 新 

（二刷） （三刷） 

本編 本編 

頁 記載内容 頁 記載内容 

303 

12 行目 

３．多くの水道事業者においては、配水管から

の給水管の取出し部から第１止水栓・・・ 

303 

12 行目 

３．多くの水道事業者においては、配水管から

の分岐以降第１止水栓・・・ 

307 
表 8-3 日付 

平成 25 年４月１日現在 
307 

表 8-3 日付 

平成 29 年４月１日現在 

307 

表 8-3 内 

http://kyuusuidb.mhlw.go.jp/tec/kyusuidb/ 

KYU_Menu.html 

307 

表 8-3 内 

http://kyuusuidb.mhlw.go.jp/tec/kyusuidb/ 

kyu_jyoho_search.action 

307 
表 8-4 日付 

平成 25 年４月１日現在 
307 

表 8-4 日付 

平成 29 年４月１日現在 

                以上４７箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



旧 新 

（二刷） （三刷） 

参考編 参考編 

頁 記載内容 頁 記載内容 

139 
2 行目 

３ 第一項の許可は、・・・ 
139 

2 行目 

３ 第１項の許可は、・・・ 

153 

18 行目～20 行目 

第２条 法第３条第１項第二号の政令で定め

る金額は、3,000 万円とする。ただし、同項の

許可を受けようとする建設業が建築工事業で

ある場合においては、4,500 万円とする。 

153 

18 行目～20 行目 

第２条 法第３条第１項第二号の政令で定め

る金額は、4,000 万円とする。ただし、同項の

許可を受けようとする建設業が建築工事業で

ある場合においては、6,000 万円とする。 

154 

15 行目～17 行目 

第７条の４ 法第 24条の７第１項の政令で定

める金額は、3,000 万円とする。ただし、特定

建設業者が発注者から直接請け負つた建設工

事が建築一式工事である場合においては、

4,500 万円とする。 

154 

15 行目～17 行目 

第７条の４ 法第 24 条の７第１項の政令で定

める金額は、4,000 万円とする。ただし、特定

建設業者が発注者から直接請け負つた建設工

事が建築一式工事である場合においては、

6,000 万円とする。 

154 

32 行目～34 行目 

第 27 条 法第 26 条第３項の政令で定める重

要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当す

る建設工事で工事１件の請負代金の額が

2,500 万円（当該建設工事が建築一式工事であ

る場合にあつては、5,000 万円）以上のものと

する。 

154 

32 行目～34 行目 

第 27 条 法第 26 条第３項の政令で定める重

要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当す

る建設工事で工事１件の請負代金の額が

3,500 万円（当該建設工事が建築一式工事であ

る場合にあつては、7,000 万円）以上のものと

する。 

以上 4 箇所 


